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お知らせの見方は10ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和３年（2021年） ２月号 仙台市政だより　令和３年（2021年） ２月号

◆助産師による妊産婦電話相談
　新型コロナウイルスの感染拡大により、妊娠・出産・
育児等に不安を抱える妊産婦の電話相談に助産師が応じ
ます。
●相談日時‖㈪・㈬・㈮13:00～19:00（祝休日を除く）
●専用ダイヤル☎090･1060･2232

◆暮らし支える総合相談
　新型コロナウイルス感染症などの影響による生活上の
困りごとの相談に応じます。困りごとの内容を踏まえて、
弁護士や臨床心理士等が相談に応じます。
●会場‖パーソナルサポートセンター（青葉区二日町
6-6シャンボール青葉２階）
●予約制
申パーソナルサポートセンター☎395･8865

◆こころの電話相談
　新型コロナウイルス感染症などの影響によるさまざま
な心の悩みについて相談に応じます。気持ちを誰かに話
したり相談したりすることで、つらさが和らぐことがあ
ります。一人で抱え込まずにご相談ください。

※情報は１月20日現在。最新の情報や、その他の支援制度は市ホームページをご覧ください

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

■個人向け相談窓口

　
　県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的にご
協力いただいた飲食店等の事業者に対し、協力金を支給
します。

　
　国の「中小企業生産性革命推進事業」および県の「宮
城県中小企業等再起支援事業」における各補助金の交付
決定を受けた中小企業および個人事業者等に対し、応援
金（補助金交付決定額に応じて５万円、10万円、20万円、
50万円）を支給します。
●申請方法‖申請書（市ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入の上、郵送
●持続化給付金の交付決定通知では申し込みはできませ
ん
問地域産業支援課☎214･7329

◆差別に関する相談
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等に対する
誤解や偏見に基づく差別を行うことは、決して許される
ものではありません。差別でお悩みの方は、一人で悩ま
ずにご相談ください。
青葉区役所 宮城野区役所 若林区役所 太白区役所 泉区役所

４階市民相談室 本庁舎２階
市民相談室

第２・４
水曜日
10:00～
15:00

第１・３
木曜日
10:00～
15:00

第２・４
木曜日
10:00～
15:00

第１・３
火曜日
10:00～
15:00

第１・３
水曜日
10:00～
15:00

直接会場へ（１人30分程度）

■事業者向け支援制度

■感染を広げないため、ごみの出し方にご注意ください

支給要件（次の全てを満たすこと）

青葉区国分町２丁目および一番町４丁目（定禅寺通、広瀬
通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域）で、接待を伴う飲
食店または酒類を提供する飲食店（カラオケ店等を含む）を
運営している

下記①②の対象期間中、毎日、午前５時から午後10時までの
範囲内で時間短縮営業を実施している
①令和２年12月28日㈪午後10時～１月12日㈫午前５時
②１月12日㈫午後10時～１月27日㈬午前５時

営業に当たり、業種ごとに定められたガイドライン等を順守
し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実
施中ポスター」の取得および掲示等をしている

営業に関する必要な許認可等を取得している

●収集作業中に中身が散乱しないよう家庭ごみ指定袋に
ごみを詰め込みすぎず、空気をしっかり抜いてから結ぶ
●ごみを素手で触らず、ごみ出し後は手洗い・うがいを
徹底する
●鳥獣被害によるごみの散乱を避けるために、集積所の
ネットを使用し、扉をしっかり閉める

●咳などの症状がある場合、ティッシュやマスクなどの
体に触れた衛生用品は、ビニール袋等で密封してから、家
庭ごみ指定袋に入れる
●感染した方や感染の疑いがある方は、通常分別してい
る缶、びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装な
どの資源物も、他のごみと混ぜて家庭ごみとして出す

詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
問家庭ごみ減量課☎214･8227

◆感染症拡大防止協力金

◆地域産業応援金
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①
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②
３
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３
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２
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る
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③
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④
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築
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。

マ
ン
シ
ョ
ン
購
入
は
対
象
外
）　
◦

同
一
の
記
念
で
再
度
申
し
込
む
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん　
◦
交
付
場
所‖

せ

ん
だ
い
農
業
園
芸
セ
ン
タ
ー　
◦
樹

木‖

ド
ウ
ダ
ン
ツ
ツ
ジ
、
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
、
マ
メ
ザ
ク
ラ
、
ヤ
マ
ブ
キ
、

キ
ン
メ
ツ
ゲ
、
キ
ン
モ
ク
セ
イ　
◦

本
数‖

①
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③
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④
３
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８
０
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果

金曜夜間検査

3/12㈮・26㈮
17:00～19:00

アエル６階

各20人〔先着〕

採血後約１時間ほどでお知らせします
（判定保留の場合は、後日お知らせします）

休日検査

3/20㈷
13:30～15:00

青葉区役所

20人〔先着〕
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台
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６
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か
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３
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６
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台
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す
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冬は火の取り扱いにご注意を
　冬は暖房器具の使用など、火を使う機会が増えることに加え、
空気も乾燥しているため、火災が発生しやすい季節です。火の
取り扱いには十分気を付けましょう。

■

ストーブの「火の用心」
●灯油に引火しないように、給油の際は必ず火を消し、カート
リッジタンクのふたはしっかり閉めましょう
●誤ってガソリンを給油したり、古くなった灯油を使用したり
しないようにしましょう■

カセットコンロの「火の用心」
●爆発の危険性があるため、ボンベまで覆う大きい鍋などの調
理器具は使用しないようにしましょう
●電磁調理器（IH調理器）の上で使用しないようにしましょう◆

住宅用火災警報器の点検
　定期的（月１回程度）に、警報器が鳴動するか点検しましょ
う。警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火
災を感知しなくなることがあります。10年を目安に交換しまし
ょう。

問消防局予防課☎234･1111

問区役所区民生活課（☎は10ページ）

●支給額‖１施設（店舗）当たり①②各60万円
●申請期限‖①２月12日㈮②２月26日㈮まで
●①②それぞれの期間ごとに申請が必要となります
●申請方法など詳しくは、市ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください
問専用ダイヤル☎214･7325（平日9:00～17:00）

はあとライン ナイトライン

相談日時 平日10:00～12:00、
13:00～16:00

18:00～22:00
（年中無休）

専用ダイヤル ☎265･2229 ☎217･2279
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そ
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確
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さ
れ
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や
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。
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